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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャビネットの前面に形成された吹出口と、該吹出口の前側に設けられて吹出口を開閉す
るパネルと、該パネルを支持する一対のアームと、キャビネットの吹出口の両脇に形成さ
れたアームの出入口とを備え、前記アームは、アーム基部が前記出入口内部においてキャ
ビネットに対して回動自在に取り付けられ、かつ、アームが回動することによって、アー
ムの先端部が円弧状の軌跡を描きながら前記出入口に対して出入可能に設けられたことを
特徴とする空気調和機。
【請求項２】
前記パネルが前記アームに回動自在に支持され、前記パネルと前記アームとがそれぞれ独
立して回動可能とされたことを特徴とする請求項１記載の空気調和機。
【請求項３】
前記パネルは、パネル上下方向のいずれかの側に偏心した位置で、前記アーム先端部に回
動自在に支持されたことを特徴とする請求項１又は２記載の空気調和機。
【請求項４】
前記アームは、前記出入口内部の上部空間又は下部空間の一方にアーム基部が配され、他
方にアーム先端部が配され、前記パネルの上側及び下側のうち、前記パネルが前記吹出口
を塞いだ状態で前記アーム先端部に近い側がアーム先端部に支持され、前記パネルは、パ
ネル上端部を吹出口の上縁部に接近させた状態でパネルの下端側を開放する上開き姿勢と
、パネル下端部を吹出口の下縁部に接近させた状態でパネルの上端側を開放する下開き姿
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勢をとることが可能であることを特徴とする請求項３記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内ユニットに冷暖房運転に応じて開閉するパネルを有する空気調和機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の室内ユニット等の吹出口に設置される上下方向風向変更装置として、特許
文献１に示すように、出力軸１３´を中心に回動する腕部６の先端に上下方向風向変更羽
根が回動自在に取り付けられた構成のものが知られている。
【特許文献１】特開２００６－１３８６２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１記載の上下方向風向変更装置においては、腕部が吹出し口の前方に
突出した状態で回動するため、上下方向風向変更羽根と吹出し口との間に隙間が生じ、空
気調和機の運転停止時に、吹出し口５を上下方向風向変更羽根で閉塞することができず、
吹出し口が常時開放された状態になって美観を損なうことになり、より外観的に優れたも
のが要求されていた。
【０００４】
　なお、上記特許文献１には、上下方向風向変更羽根を吹出口に収納可能とするために、
複数の間接部を有する腕部を備えた風向変更装置についても記載はされている。しかしな
がら、複数の間接部を有することで腕部の構造及び動作制御が極めて複雑になるという問
題があった。
【０００５】
　そこで、本発明においては、上記課題を解決するため、簡単なアーム回動構造を採用し
ながらも、空気調和機の運転停止時にはパネルと吹出口との間に隙間を生じることなく、
優れた外観を有する空気調和機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題点を解決するために、本発明に係る空気調和機は、キャビネットの前面に形成
された吹出口と、該吹出口の前側に設けられて吹出口を開閉するパネルと、該パネルを支
持する一対のアームと、キャビネットの吹出口の両脇に形成されたアームの出入口とを備
え、前記アームは、アーム基部が前記出入口内部においてキャビネットに対して回動自在
に取り付けられ、かつ、アームが回動することによって、アームの先端部が円弧状の軌跡
を描きながら前記出入口に対して出入可能に設けられたことを特徴とする。
【０００７】
　上記構成によれば、アームとして、キャビネット内に形成された回動中心まわりに回動
可能で、アーム先端部が出入口に対して出入可能であるという簡単な構造を採用しながら
も、空気調和機の運転停止時にアームの回動角度を調節することによって、パネルと吹出
口との間に隙間が発生するのを防止することが可能となる。これにより、優れた外観を有
するとともに、吹出口やパネルに埃がたまりにくい空気調和機を提供することができる。
【０００８】
　なお、本発明において、アームの先端部が出入口に対して出入可能とは、アームに連結
されたパネルがキャビネットに対して隙間なく密接する程度にアームが出入口内に退行可
能に設けられていることを意味する。従って、実際にアーム先端部が出入口内に没入する
ものであってもよいし、出入口の手前まで退行するものであってもよい。
【０００９】
　本発明において、キャビネットは、底面から前面にかけて湾曲面とされ、この湾曲面に
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吹出口が形成される。吹出口の両脇には、アーム出入口が設けられる。アーム出入口から
露出したアーム部分には、パネルが支持され、アームを回動することにより、吹出口を開
閉することができる。
【００１０】
　また、上記構成に加えてパネルがアームに対して回動自在に支持され、パネルとアーム
とがそれぞれ独立して回動可能な構成とすれば、吹出口から吹き出す調和空気の上下方向
の向きを変更することができる。
【００１１】
　すなわち、パネルは、空気調和機の運転停止時に吹出口を塞ぐ閉姿勢をとる。そして、
空気調和機の運転時には、アームの回動に合わせてパネルが回動することにより、パネル
の下開き姿勢と上開き姿勢とで、吹出口からの風の向きを上下方向に変更しながら室内空
間に導くことが可能となる。
【００１２】
　具体的に、閉姿勢時におけるパネル上端部（前端部）を吹出口の上縁部に接近させた状
態で、パネルの下端側を開放するように回動させることにより上開き姿勢をとることがで
き、前方に向かって吹き出される吹出空気を押え込み、下方に導くようにされ、室内の壁
面や床面に吹出空気を導くことができる。
【００１３】
　さらに、閉姿勢時におけるパネル下端部（後端部）を吹出口の下縁部に接近させた状態
で、パネルの上端側を開放するように回動させ、パネルが吹出口の下壁とつながるように
することで下開き姿勢をとることができ、吹出口から吹き出す調和空気を前方に向けて遠
方まで導くことができる。
【００１４】
　上述のように、パネルを上開き姿勢又は下開き姿勢にするためには、アームとの連結部
分を中心にして、パネルを回動させなければならない。一方、回動するパネルがキャビネ
ットに衝突しないようにするためには、アームをアーム出入口から前方に突出させ、予め
パネルとキャビネットとの間に隙間をあけておくことが必要とされる。したがって、パネ
ルを回動させるときは、予めアームを回動させ、あるいはパネルの回動とともにアームを
回動させて、アーム先端部とキャビネットとの間にパネルの回動を可能とする隙間を形成
することが必要とされる。
【００１５】
　このとき、パネルは、閉姿勢時におけるパネルの上下方向（前後方向）のいずれかの側
に偏心した位置で、アーム先端部に回動自在に支持される構成とすれば、パネルを回動さ
せるのに必要となるアームとキャビネットとの間の隙間は小さくてすみ、パネルを回動さ
せるための予備モーションを極力小さくすることが可能となる。
【００１６】
　上開き姿勢又は下開き姿勢によって吹出空気の風向きをスムーズに変更するためには、
パネルが大きい方が好ましい。また、大型パネルを回動させて上開き姿勢又は下開き姿勢
をとるためには、パネルの大きさに合わせてアームの長さを十分に確保することが必要と
される。
【００１７】
　そこで、本発明では、アームとして、出入口内部の上部空間又は下部空間の一方にアー
ム基部が配され、他方にアーム先端部が配された構成のものを用いるようにした。これに
より、十分な長さのアームを吹出口の前方に突出させることが可能となり、パネルを回動
自在とすることができる。
【００１８】
　なお、パネル上下方向（前後方向）のいずれの側に偏心した位置でパネルを支持するか
は、パネルの閉姿勢時において、出入口に収納されたアーム先端部に近い側をアームで支
持するようにすればよい。具体的に、アーム出入口内部において、アーム基部が下部空間
に配され、アーム先端部が出入口内部の上部空間に配される場合は、パネル上側（前側）
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をアームによって支持すればよい。
【００１９】
　上記構成においては、アームを閉姿勢の位置からキャビネットの前方に向けて少し回動
させた状態で、パネルの下端側が前方を向くようにパネルを回動させることにより、上開
き姿勢をとることが可能となる。また、アームをパネル下端部が吹出口の下縁部に接近し
た状態で、パネルの上端側を開放するようにアームを回動させることにより、下開き姿勢
をとることが可能となる。
【００２０】
　また、上記のごとく、出入口内部の下部空間にアーム基部が配された構成において、ア
ームに取り付けたパネルを回動させるためには、アームを閉姿勢の位置からキャビネット
の前方に少し回動させる必要がある。そうすると、パネルが上開き姿勢をとったときに、
パネルの上端部が、吹出口の上縁に段差なく近接するには、吹出口の上縁の位置が、出入
口の上縁の位置よりも低くなるように形成することが必要とされる。
【００２１】
　また、パネルは吹出口よりも大きくするのが好ましく、これにより吹出口から吹き出す
空気の風向きをスムーズに変更することができる。さらに、パネルを吹出口よりも大きく
することにより、空気調和機の運転停止時に、パネルが吹出口を塞ぐようにすることが可
能となり、より優れた外観を有するとともに、より吹出口やパネルに埃がたまりにくい空
気調和機を得ることができる。
【００２２】
　さらに、パネルの材質をキャビネットの材質と同じものを使用したり、キャビネットの
前面の中段部分から底面にかけて、キャビネットの前面上段部分よりも一段低くなるよう
に凹部を形成し、閉姿勢時にこの凹部にパネルが嵌ることで、キャビネットの上段部分の
外面とパネルの外面とが面一になるように形成することができる。このように、パネルが
キャビネットの一部を構成することで空気調和機全体としての一体感が増し、より外観に
優れた空気調和機を得ることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように、本発明によれば、アーム基部が出入口内部においてキャビネットに対し
て回動自在に取り付けられ、かつ、アームが回動することによって、アームの先端部が出
入口に対して出入可能に設けられたため、空気調和機の運転停止時にはパネルと吹出口と
の間に隙間を生じることなく、優れた外観を有する空気調和機を提供することが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明に係る実施形態を図面を基に説明する。本実施形態における空気調和機の室内ユ
ニットを図１～図８に示す。室内ユニットは、熱交換器１および室内ファン２を備え、こ
れらがキャビネット３に内装されている。キャビネット３は、高さよりも奥行きが長い箱
状に形成され、前面から底面にかけて湾曲面とされる。キャビネット３の上面に吸込口４
が形成され、湾曲面に吹出口５が形成される。
【００２５】
　キャビネット３の内部には、吸込口４から吹出口５に至る空気通路６が形成され、この
空気通路６に熱交換器１と室内ファン２とが配設される。吸込口５と、熱交換器１との間
にフィルタ７が配され、吸込口４から吸込んだ室内の空気から塵埃を除去する。このフィ
ルタ７を清掃する清掃装置８が設けられる。
【００２６】
　清掃装置８は、キャビネット３内でフィルタ７を移動させて、塵埃除去部９を通過させ
て、塵埃除去部９において、フィルタ７に付着した塵埃を除去する。キャビネット３内の
前側に、側面視でＵ字形に湾曲した案内路１０が形成され、モータ、ギアからなる移動部
が、フィルタ７を案内路１０に沿って往復移動させる。塵埃除去部９において、回転ブラ
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シ１１により、通過するフィルタ７から塵埃を掻き取り、吸引ファンにより、フィルタ７
と略平行方向（左右方向）に空気を流して、掻き取った塵埃を吸引して排出する。
【００２７】
　キャビネット３の湾曲面には、吹出口５を開閉する導風パネル２０が設けられる。導風
パネル２０は、湾曲した１枚のパネルによって形成され、キャビネット３の前面を覆う。
導風パネル２０の幅は、キャビネット３の幅と同寸とされ、吹出口５の幅より大とされて
いる。そして、キャビネット３の前面には、前面の中段部分から底面にかけて、一段低く
なるように前パネル２１が形成される。
【００２８】
　これによって、幅方向全体に凹部が形成され、凹部に導風パネル２０が嵌るようになっ
ている。凹部を形成する前パネル２１に開口が形成され、この開口が吹出口５である。そ
のため、導風パネル２０は、吹出口５よりも前方に位置することになり、吹出口５および
吹出口５の周囲の前パネル２１を覆う。すなわち、導風パネル２０は、吹出口５よりも大
きく形成される。このとき、導風パネル２０は図１及び図２に示す閉姿勢となる。
【００２９】
　上述のごとく、導風パネル２０は、空気調和機の運転停止時に、吹出口５及び後述する
出入口２１ａを塞ぎ、キャビネット３の前面の上段部分の外面と導風パネル２０の外面と
が面一になるように形成される。したがって、吹出口５や導風パネル２０に埃がたまりに
くい構造とされる。
【００３０】
　また、導風パネル２０とキャビネット３とは同じ材質のもので構成されている。これに
より、導風パネル２０がキャビネットの一部を構成し、全体として一体感及び高級感があ
り、外観に優れた空気調和機を提供することができる。
【００３１】
　導風パネル２０が閉姿勢の状態で、導風パネル２０の外面がキャビネット３の前面から
底面に至る滑らかな湾曲面を構成する。すなわち、導風パネル２０が、キャビネット３の
前面の一部を構成する部材となる。言い換えれば、キャビネット３のパネルの一部を導風
パネル２０として利用する。これによって、導風パネル２０は、従来の空気調和機に採用
されているルーバに比べて全長が長いロングパネルとなる。
【００３２】
　なお、吹出口５には、風向板２４および図示しない補助ルーバが設けられる。風向板２
４は、左右方向に角度を変えて、左右方向の風向きを変える。補助ルーバは、導風パネル
２０の姿勢に応じて上下方向の角度を変え、吹き出される風を整流しながら上下方向の風
向きを変える。
【００３３】
　上記のように大型化された導風パネル２０では、ねじれや撓みが生じやすい。そこで、
導風パネル２０の内面において、前後方向（短手方向）側の両端縁に補強用の周壁が形成
される。周壁は、左右方向（長手方向）全体にわたって形成される。周壁は中空構造とさ
れ、周壁を厚肉にできる。このような周壁により、導風パネル２０の強度アップを図れ、
撓みを抑制することが可能となる。さらに、左右方向側の両端縁にも、同様の補強用の周
壁が形成される。
【００３４】
　このように、導風パネル２０の四方の端縁を厚肉化して補強することにより、導風パネ
ル２０の変形に対する強度を高めることができ、導風パネル２０の大型化が可能となる。
しかも、導風パネル２０は変形しにくい構造となるので、導風パネル２０の前後方向の湾
曲具合を大きくすることが可能となり、導風パネル２０が開いたときの送風方向の制御が
しやすくなる。すなわち、冷房運転時には、天井に向かうように冷風を導くことができ、
冷風の到達距離を長くできる。暖房運転時には、壁に近づくように温風を導き、温風が床
面に達するようになる。
【００３５】
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　また、周壁の先端側に、傾斜面が形成される。周壁の内側面が傾斜面とされる。外側面
は、垂直面とされる。導風パネル２０が下開き姿勢にあるとき、吹き出された冷風が左右
方向に位置する周壁に当たり、周壁に露が付くことがある。そこで、傾斜面とすることに
より、冷風は傾斜面に沿って流れる。冷風は留まることなく流れ、周壁への結露を防止で
きる。
【００３６】
　この周壁に囲まれた導風パネル２０の内面に、断熱材３０が設けられる。断熱材３０は
、左右方向の両端側を除き、全面にわたって装着される。断熱材３０の左右方向の幅は、
吹出口５の幅よりも大とされる。断熱材３０の表面は面一とされる。したがって、吹出口
５に面する導風パネル２０の内面側には突出物がなく、風の流れを妨げない。
【００３７】
　図３～８に示すように、導風パネル２０は、アーム１２を介してキャビネット３に着脱
自在に取り付けられる。具体的に説明すると、図１６～１９に示すように、導風パネル２
０の内面の左右方向の両側には、スプライン形状の軸部１３ａと本体部１３ｂとからなる
スプライン軸１３と、スプライン軸１３の軸部１３ａの先端（以下、単に先端と呼ぶこと
がある）を係合支持する軸受１４（軸受部１４ａと本体部１４ｂとからなる）とが１組ず
つ形成されている。
【００３８】
　スプライン軸１３及び軸受１４は、閉姿勢時における導風パネル２０の上下方向（前後
方向）において、上側（前側）寄りに偏心して位置し、パネル上端部に位置するのがより
好ましい。スプライン軸１３，１３は、軸線方向がパネルの左右方向（吹出口の左右方向
）Ａと平行になるように、かつ軸受１４に対して近接離間自在となるように、スプライン
軸線方向にスライド可能に設けられる。
【００３９】
　図５、７に示すように、前パネル２１において、吹出口５の両脇（左右両側部）には、
アーム１２が出入りする縦長のアームの出入口２１ａが形成されている。図９～図１５に
示すように、アーム１２は、ユニット化されてケース１５内に収容される。ケース１５は
、前側に開口１５ａを有し、この開口１５ａが前パネル２１の出入口２１ａに臨むように
してキャビネット３内に固定される。
【００４０】
　キャビネット３の内面には、キャビネット３に対してケース１５の位置を合せる位置合
せ手段として、ケース１５の外形に合わせてケース１５をちょうど嵌め込むことができる
嵌合部が形成されており、ケース１５を嵌合部に嵌合するだけでアーム１２や駆動手段や
回動手段の位置合わせが不要であり、ケース１５を介してアーム１２を容易にキャビネッ
ト３に取り付けることができる。ケース１５をキャビネット３に取り付けた後は、駆動モ
ータ２２及び回動モータ２７のリード線や、位置検出センサ４３等の電気配線を結線する
だけでよい。
【００４１】
　各アーム１２は、基部がケース１５内に形成された回動軸１８周りに回動自在に取り付
けられる。すなわち、アーム１２は、アーム基部１２ｂが出入口２１ａ内部において、キ
ャビネット３に対して回動自在に取り付けられ、かつ、アーム１２が回動することによっ
て、アーム先端部１２ｃが円弧状の軌跡を描きながら出入口２１ａに対して出入可能に設
けられる。
【００４２】
　なお、アーム基部１２ｂは、出入口２１ａ内部の下部空間に配され、アーム先端部１２
ｃは、出入口１２ａ内部の上部空間に配される。本実施形態では、出入口２１ａの内部空
間は、ケース１５の内部空間となる。吹出口５の上縁の位置は、出入口２１ａの上縁の位
置よりも低くなるように形成される。これにより、パネル２０が上開き姿勢をとったとき
に、パネルの上端部を吹出口の上縁に近接させることが可能となる。
【００４３】
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　上記ユニットには、アーム１２を駆動させる駆動手段が設けられる。駆動手段は、ケー
ス１５に取り付けられる駆動モータ２２と、駆動モータ２２の回転力をアーム１２に伝え
て回動させる駆動機構とから構成される。
【００４４】
　駆動機構は、アーム１２の後端部に形成された、回動軸１８を中心とする円弧状のラッ
ク１２ａと、ラック１２ａに噛合するピニオン１９とを備えている。ピニオン１９はケー
ス１５内に設置された駆動モータ２２の軸に固定されたギア２２ａに噛合する。
【００４５】
　さらに、各アーム１２には、アーム１２に支持された導風パネル２０を回動させる回動
手段が設けられる。回動手段は、回動モータ２７と、回動モータ２７の回転力を導風パネ
ル２０に伝えて回動させる回動機構とからなる。
【００４６】
　回動手段を構成する回動モータ２７及び回動機構は、アーム１２上に設置される。具体
的に説明すると、回動機構は、アーム１２の先端部及び基部にそれぞれ設置される従動回
転体及び駆動回転体と、前記両回転体間に張設されるエンドレスベルト２５とを備えてい
る。アーム１２の外殻は、中空構造を有するアーム本体２８から構成されており、アーム
本体２８の内部に前記回動機構が収容され、前記従動回転体に前記導風パネル２０が係合
される。なお、本実施形態においては、従動回転体及び駆動回転体としてプーリ１６及び
駆動プーリ２３が使用されている。
【００４７】
　上述のごとく、アーム１２の先端には、従動回転体としてのプーリ１６が回転自在に配
される。プーリ１６の中心にはスプライン軸１３に嵌合可能なスプライン孔１７が形成さ
れる。プーリ１６は、スプライン孔１７の軸線方向がパネル左右方向Ａと平行になるよう
にアーム１２に取り付けられる。なお、スプライン軸１３と軸受１４とは、軸受１４の方
が導風パネル２０の左右端部に近い側になるように配される。
【００４８】
　そして、プーリ１６のスプライン孔１７にスプライン軸１３の軸部１３ａを嵌合し、ス
プライン軸１３の先端を軸受１４の軸受部１４ａに係合する。これにより、プーリ１６が
スプライン軸１３と軸受１４との間に挟み込まれ、導風パネル２０がプーリ１６に確実に
固定される。なお、スプライン軸１３と軸受１４とを係合させるために、スプライン軸１
３の先端の中心部に凹部を形成し、軸受１４の軸受部１４ａに凸部を形成し、この凸部を
凹部に挿入している。
【００４９】
　アーム１２の回動軸１８の近くには駆動回転体として駆動プーリ２３が設置され、駆動
プーリ２３とプーリ１６との間にはエンドレスベルト２５が張設されている。なお、プー
リ１６と駆動プーリ２３との間には、ベルト２５の張力を高めるためのテンションローラ
２６が設置されている。駆動プーリ２３にはギア２３ａが同心円状に付設されており、回
動モータ２７の軸に固定されたギア２７ａに噛合される。なお、本実施形態では、駆動モ
ータ２２及び回動モータ２７としてステッピングモータが使用されている。
【００５０】
　回動モータ２７は、アーム１２の基部のアーム本体２８の外面上に設置され、モータ軸
がアーム本体２８内に導入される。従って、アーム１２が駆動モータ２２によって回動軸
１８周りに回動するときは、回動モータ２７はアーム１２とともに移動する。従って、本
実施形態では、図２１に示すように、ケース１５におけるアーム１２の回動中心（回動軸
１８）の位置に引出孔１５ｃが形成され、この引出孔１５ｃから回動モータ２７のリード
線２７ａを引き出すようにしている。これにより、回動モータ２７が移動しても、回動モ
ータ２７から引出孔１５ｃまでの距離は一定で変化がなく、リード線２７ａの断線を防止
することができる。
【００５１】
　また、アーム１２において、キャビネット３から露出するアーム本体２８の先端部分は
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、丸みを帯びた形状とされている。また、出入口２１ａから出入りするアーム本体２８の
部分（言い換えれば、吹出口５の左右方向に冷風を吹出す際に、空気流が当たるアーム部
分）の正面断面形状は四角形状となっており、角部も丸みを帯びた形状とされている。こ
れらにより、吹出口５の左右方向に冷風を吹き出す際に、空気流がアームに当たっても、
冷風はアーム１２の表面に沿って流れるためにアーム１２への結露を防止できる。
【００５２】
　空気調和機では、室内ユニットに対して図示しない室外ユニットが室外に設置されてい
る。室外ユニットには、圧縮機、熱交換器、四方弁、室外ファン等が内装され、これらと
室内側の熱交換器１とによって冷凍サイクル４０が形成される。そして、図２０に示すよ
うに、冷凍サイクル４０を制御する制御装置４１が室内ユニットに設けられる。マイコン
からなる制御装置４１は、ユーザの指示および室温や外気温を検出する温度センサ等の各
種のセンサ４２の検出信号に基づいて、冷凍サイクル４０を制御し、冷暖房運転を行う。
このとき、制御装置４１は、冷暖房運転に応じて駆動モータ２２及び回動モータ２７の駆
動を制御し、導風パネル２０を開閉する。
【００５３】
　図１４及び図１５に示すように、導風パネル２０の開いている位置を検出するための位
置検出センサ４３が、ケース１５内において、アーム１２後端部に隣接する位置に設けら
れる。なお、本図では、プーリ１６と駆動プーリ２３との間のテンションローラ２６は省
略している。また、図２に示すように、前パネル２１の下端の段差部分にも、位置検出セ
ンサ４４が設けられている。
【００５４】
　位置検出センサ４３は、左右のアーム１２に設けられ、位置検出センサ４４も前パネル
２１の吹出口５の下壁先端近傍の左右両端部にそれぞれ設けられる。位置検出センサ４３
及び４４は、リミットスイッチとされる。また、位置検出センサ４４の近傍には図示しな
い非接触式の光センサが設けられており、導風パネル２０の後端が前パネル２１の下端に
近づいたときに検出信号を制御装置４１に出力する。
【００５５】
　制御装置４１は、位置検出センサ４３，４４及び光センサの検出信号に基づいて、駆動
モータ２２及び回動モータ２７の駆動を制御し、導風パネル２０をねじれのない初期状態
にするようになっている。
【００５６】
　位置検出センサ４３、４４は、導風パネル２０が初期状態にあるとき（本実施形態にお
いては、導風パネル２０が閉じた状態のとき）に、スイッチがＯＮとなる。すなわち、ア
ーム１２の後端部が位置検出センサ４３に接触し、導風パネル２０の後端が位置検出セン
サ４４に接触する。従って、位置検出センサ４３、４４は、導風パネル２０が初期状態、
すなわち閉姿勢にあることを検出する。
【００５７】
　なお、導風パネル２０が初期状態、すなわち、閉姿勢となったときに、導風パネル２０
の上端が接触する前パネル２１の左右両端部位置にも位置検出センサをそれぞれ設けても
よい。これにより、計４つの位置検出センサにより閉姿勢にあることを検出するので、閉
姿勢にあることをより高い精度で検出することができる。
【００５８】
　次に、導風パネル２０の開閉について説明する。制御装置４１によって駆動モータ２２
が駆動されると、ギア１９の回転に伴って、アーム１２が回動軸１８周りに回動し、アー
ム１２が前パネル２１の出入口２１ａから出入りする。
【００５９】
　左右のアーム１２，１２は、制御装置４１によって、それぞれ別個独立に駆動を制御さ
れる。したがって、冷暖房運転を行うとき、左右のアーム１２，１２の動作が同期するよ
うに、駆動モータ２２としてステッピングモータを用いるとともに、制御装置４１は、予
め決められたタイミングにしたがって、駆動モータ２２及び回転モータ２７の駆動をオン
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オフする。すなわち、各モータ２２、２７は、シーケンス制御される。
【００６０】
　空気調和機では、ユーザがリモコンを操作したときの指示により、あるいはタイマの設
定時間になったときに、冷暖房運転が行われる。制御装置４１は、冷凍サイクル４０を制
御するとともに、導風パネル２０の開閉を制御する。
【００６１】
　導風パネル２０は、運転モードに合せて下開き又は上開きすることにより、調和空気の
吹出方向を変化させる。具体的に、冷房運転時には、制御装置４１は、駆動モータ２２を
駆動させて、図３及び図４に示すように、回動軸１８を中心としてアーム１２を開方向（
図４では反時計回り）に回動させる。アーム１２は、先端が斜め下向きになるまで回動さ
れる。
【００６２】
　導風パネル２０を固定したままアーム１２とともに回動軸１８を中心に回動させると、
導風パネル２０の後端が前パネル２１の下端に接触する。したがって、制御装置４１は、
導風パネル２０の後端と前パネル２１の下端とが近接する位置で両者が接触しない程度に
、アーム１２の回動に合せて回動モータ２７を駆動させ、スプライン軸１３の軸部１３ａ
を中心に導風パネル２０を図４において時計回りに回動させる。そして、アーム１２の回
動が終了した後に、導風パネル２０を図４において反時計回りに回動させて、導風パネル
２０の後端を吹出口５の下壁と接触するようにする。
【００６３】
　このように、導風パネル２０は、冷房運転時には下開きする。この下開き姿勢のとき、
導風パネル２０の後端は、吹出口５の下壁とつながり（接触しており）、導風パネル２０
と吹出口５の上壁とによってロングノズルが形成される。導風パネル２０は、冷風を斜め
上方向に導き、冷風が天井に沿って吹出す。
【００６４】
　暖房運転時（図５、図６参照）には、制御装置４１が駆動モータ２２を駆動させて、回
動軸１８を中心としてアーム１２を反時計回りに回動させるとともに、導風パネル２０を
スプライン軸１３の軸部１３ａを中心に時計回りに回動させるのは冷房運転時と同じであ
る。しかしながら、暖房運転時においては、図５及び図６に示すように、アーム１２は水
平方向を向いたところで回動を停止し、導風パネル２０の外面が斜め上向きになるまで導
風パネル２０を回動させる点が冷房運転時と異なる。
【００６５】
　この場合、導風パネル２０が回動するにしたがってその前端が前パネル２１の上部に近
づくため、制御装置４１は、両者が接触しないように、アーム１２の回動と導風パネル２
０の回動（駆動モータ２２と回動モータ２７の駆動）を制御する。
【００６６】
　このように、導風パネル２０は、暖房運転時には上開きする。この上開き姿勢のとき、
導風パネル２０は、吹出口５の前方を遮蔽し、前方に向かって吹き出される温風を抑え込
み、温風を床面方向に導く。なお、冷房運転の初期時にも、導風パネル２０は上開き姿勢
とされ、冷風が床面方向に吹出され、急速冷房が行なわれる。
【００６７】
　また、図７及び図８に示すように、アーム１２は回動させずに、上開き姿勢からさらに
導風パネル２０をパネル外面が上向きになるまで回動させることも可能である。この最大
上開き姿勢をとることにより、通常の上開き姿勢のときよりも、より前方の床面に向かっ
て調和空気を吹出すことが可能となる。
【００６８】
　なお、この場合、導風パネル２０の前端が前パネル２１に接触しないように、前パネル
に凹部２１ｂが形成される。また、同様に、ケース１５にも対応する位置に凹部１５ｂが
形成される。なお、最大上開き姿勢をとる際に、導風パネル２０は、アーム１２の回動に
合せて回動させるように制御してもよい。導風パネル２０は、運転停止時には、導風パネ
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ル２０を開く動作とは逆の動作を行なうことによって閉姿勢となり、図１に示すように、
吹出口５を覆ってキャビネット５と一体化する。
【００６９】
　上記構成の空気調和機において、空気調和機の組立作業時や、メンテナンス等により一
旦取り外した導風パネル２０をキャビネット３に取付ける場合について説明する。先ず、
図１９に示すように、導風パネル２０の左右に設けられたスプライン軸１３をスライドさ
せ、スプライン軸１３と軸受１４との間の間隔を広げた状態にする。
【００７０】
　つぎに、導風パネル２０を両手で持ち、軸受１４とアーム１２のプーリ１６とを重ねる
ように位置合せをする。その状態で、スプライン軸１３と軸受１４とを摘むようにしてス
プライン軸１３をスライドさせてスプライン孔１７にスプライン軸１３の軸部１３ａを嵌
合させるとともに、スプライン軸１３の先端を軸受１４の軸受部１４ａに係合支持させる
。これにより、導風パネル２０を容易かつスムーズにキャビネット３に取り付けることが
できる。
【００７１】
　なお、本実施形態においては、スプライン軸１３と軸受１４とを係合させた状態で、両
者をロックするロック機構（図示せず）が設けられており、これにより、導風パネル２０
の駆動中に導風パネル２０がアーム１２から外れることを防止することが可能な構造とさ
れている。
【００７２】
　ロック機構としては公知の機構を採用すればよく、例えば、スプライン軸１３の本体部
１３ｂと軸受１４の本体部１４ｂのいずれか一方に係止爪を設け、他方に爪受部を設け、
スプライン軸１３と軸受１４とが係合した状態で係止爪が爪受部に係止するようにするこ
とができる。この場合、ロック機構は、簡単な操作により、ロック状態を解除することが
可能とされる。
【００７３】
　その後、制御装置４１に導風パネル２０を初期状態にする動作（イニシャル動作）を実
行させる。イニシャル動作においては、制御装置４１は、位置検出センサ４３、４４及び
光センサの信号に基づいて左右のアーム１３，１３を別個に制御する。
【００７４】
　具体的には、制御装置４１は、光センサが導風パネル２０の後端が前パネル２１の下端
に接近したことを検出する信号を出力するまで、導風パネル２０を反時計回りに回動させ
る。このように、導風パネル２０の先端が、前パネル２１に接触しない程度に近づいた状
態にした後、位置検出センサ４３のスイッチがＯＮになるまでアーム１２を時計回りに回
動させる。
【００７５】
　なお、アーム１２を回動させる途中、アーム１２とともに導風パネル２０が移動するた
め、光センサの検出信号が検出されなくなることがあるが、この場合は、光センサが検出
信号を出力するまで、随時、導風パネル２０を反時計回りに回動させる。
【００７６】
　そして、位置検出センサ４３がＯＮになった後は、位置検出センサ４４がＯＮになるま
で導風パネル２０を反時計回りに回動させる。位置検出センサ４４のＯＮ信号を検出した
ときに、導風パネル２０が初期状態（本実施形態ではパネル２０が閉じた状態）になった
と判断してイニシャル動作を終了する。
【００７７】
　以上のイニシャル動作を左右のアームごとに同時並行的に行なうことにより、導風パネ
ル２０のねじれを自動的に解消することができる。制御装置４１にイニシャル動作を実行
させるには、イニシャル動作を行なうためのスイッチを設けておき、パネルをアームに取
り付けた後に、イニシャル動作のスイッチをＯＮにすることでパネルのねじれを解消する
ことができる。
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【００７８】
　このようにイニシャル動作によって初期状態となった左右アームに対して、制御装置４
１から、左右の駆動モータ２２及び回動モータ２７に同じ直流パルスを流すことにより、
左右同じ角度でアーム１２およびプーリ１６を回動させることが可能となる。
【００７９】
　また、電源プラグをコンセントに差し込むことで自動的にイニシャル動作を行なうよう
にしてもよい。すなわち、導風パネル２０を取り外したり、取り付けたりする際には、安
全のために空気調和機の電源プラグを商用電源コンセントから抜いて行なうことが好まし
いので、導風パネル２０を取付けた後、電源プラグをコンセントに差し込むことで自動的
にイニシャル動作を行なうようにするとよい。
【００８０】
　また、空気調和機の運転スイッチＯＮ／ＯＦＦ時に、パネルの開閉に先立ってイニシャ
ル動作を行なうようにすることも可能である。この場合は、運転スイッチを押せばよい。
運転スイッチＯＮ／ＯＦＦ時に、パネルの開閉に先立ってイニシャル動作を行なうことに
より、パネル開閉時に確実にパネルのねじれを防止することができる。
【００８１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で上記実施
形態に多くの修正および変更を加え得ることは勿論である。例えば、位置検出センサ４３
は、アームに対して設けてもよい。また、位置検出センサ４３及び４４は、導風パネル２
０の位置を直接検出してもよく、リミットスイッチ等の接触式センサに限らず、光センサ
、カメラ等の非接触式センサを用いてもよい。
【００８２】
　また、導風パネル２０の初期状態は、導風パネル２０が閉じた状態に限定されず、パネ
ルが少し開いた状態で設定してもよい。この場合には、その状態で位置検出センサ４３，
４４がＯＮになるように調整する。そして、その位置から予め設定されたタイミングで駆
動モータ２２及び回動モータ２７の駆動を制御することにより、導風パネル２０を閉じた
状態に戻すことも可能である。
【００８３】
　また、本実施形態においては、アーム１２は、アーム基部１２ｂが出入口２１ａ内部の
下部空間に、アーム先端部１２ｃが出入口２１ａ内部の上部空間に配されているが、逆の
配置態様を採用することも可能である。すなわち、アーム先端部を、出入口２１ａ内部の
下部空間に配置し、アーム基部を出入り口２１ａ内部の上部空間に配置する。そして、導
風パネル２０は、パネル上げ方向（前後方向）において、下側（後ろ側）寄りに偏心した
位置で、好ましくはパネル下端部に軸受を形成すればよい。
【００８４】
　上記態様においては、アームを閉姿勢の位置からキャビネットの前方に向けて少し回動
させた状態で、パネルの上端側が前方を向くようにパネルを回動させることにより、下開
き姿勢をとることが可能となる。また、アームをパネル上端部が吹出口の上縁部に接近し
た状態で、パネルの下端側を開放するようにアームを回動させることにより、上開き姿勢
をとることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明に係る空気調和機の室内ユニットを示す外観斜視図
【図２】図１の室内ユニットの側面断面図
【図３】図１において導風パネルが下開きした状態を示す外観斜視図
【図４】図３の室内ユニットの側面図
【図５】図１において導風パネルが上開きした状態を示す外観斜視図
【図６】図５の室内ユニットの側面図
【図７】図５においてさらに導風パネルが回動した状態を示す外観斜視図
【図８】図７の室内ユニットの側面図
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【図９】閉じた状態での導風パネルとケースの位置関係を示す斜視図
【図１０】ケースの外観斜視図
【図１１】図１０からケースの片側を取り外した状態を示す斜視図
【図１２】図１１からモータを取り外した状態を示す斜視図
【図１３】図１２からカバー体の半分を取り外した状態を示す斜視図
【図１４】図１３の側面図
【図１５】図１４においてアームが回動した状態を示す側面図
【図１６】導風パネルを示す斜視図
【図１７】図１６における円内の拡大斜視図
【図１８】導風パネルを示す斜視図
【図１９】図１８における円内の拡大斜視図
【図２０】空気調和機の制御ブロック図
【図２１】ケース側面図
【符号の説明】
【００８６】
　　　　１　　　　　　　　熱交換器
　　　　２　　　　　　　　室内ファン
　　　　３　　　　　　　　キャビネット
　　　　４　　　　　　　　吸込口
　　　　５　　　　　　　　吹出口
　　　　６　　　　　　　　空気通路
　　　１２　　　　　　　　アーム
　　　１２ａ　　　　　　　ラック
　　　１３　　　　　　　　スプライン軸
　　　１４　　　　　　　　軸受
　　　１５　　　　　　　　ケース
　　　１５ａ　　　　　　　開口
　　　１５ｂ　　　　　　　凹部
　　　１６　　　　　　　　プーリ
　　　１７　　　　　　　　スプライン孔
　　　１８　　　　　　　　回動軸
　　　１９　　　　　　　　ピニオン
　　　２０　　　　　　　　導風パネル
　　　２１　　　　　　　　前パネル
　　　２１ａ　　　　　　　出入口
　　　２１ｂ　　　　　　　凹部
　　　２２　　　　　　　　駆動モータ
　　　２３　　　　　　　　駆動プーリ
　　　２３ａ　　　　　　　ギア
　　　２４　　　　　　　　風向板
　　　２５　　　　　　　　ベルト
　　　２６　　　　　　　　テンションローラ
　　　２７　　　　　　　　回動モータ
　　　２９　　　　　　　　ギア
　　　３０　　　　　　　　断熱材
　　　４０　　　　　　　　冷凍サイクル
　　　４１　　　　　　　　制御装置
　　　４２　　　　　　　　センサ
　　　４３、４４　　　　　位置検出センサ
　　　　Ａ　　　　　　　　パネルの左右方向
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